
退職者医療制度終了について

令 和 6 年 9 月 2 6 日

協働経済部 国保年金課
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報告（２）
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〇退職者医療制度とは

退職者医療制度は、会社などに長
く勤めていた方が、医療の必要性が
高まる退職後に、会社などの健康保
険から国民健康保険へ移ることに
よって、国民健康保険の医療費負担
が増大することを抑えるためにつく
られた制度です。
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習志野市

令和5年1月16日 第162回社会保障審議会医療保険部会 参考資料4（厚労省）



【参考】
習志野市の退職被保険者等療養給付費

年度 退職被保険者等療養給付費 伸率

平成25年度 438,873,415 △ 15.4
平成26年度 323,916,744 △ 26.2
平成27年度 303,975,443 △ 6.2
平成28年度 156,991,130 △ 48.4
平成29年度 101,038,444 △ 35.6
平成30年度 47,522,194 △ 53.0
令和元年度 3,416,624 △ 92.8
令和2年度 25,095 △ 99.3
令和3年度 0 皆減
令和4年度 0 ―
令和5年度 0 ―

令和6年度（予算） 予算無し ―
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